
首都高からのお知らせです！ 

最近タクシーの乗客の方が首都高速上で保護されるケースが多くみられます。 

例として 

・用を足すために降りた。 

・家が非常口から出た先なので降りた。 

・タクシーの運転手とトラブルになって降りた。 

さらに、泥酔して前後不覚で会話もできない方もおります。 

そこで、首都高速道路㈱からタクシーの運転手の皆様へお願いです！ 

乗車したお客様を高速道路上で下車する行為は絶対に止めて下さい！！  

当然のことながら、高速道路上を歩く行為は法律で禁止されているとともに、最悪の 

場合は通行車両に跳ねられお客様が死亡することも想定されます。 

そこで、仮にお客様が高速道路上での下車を希望されても、お客様の安全確保が可能 

な一般道で下車させることを運転手の責任として徹底をお願いします。 

また、非常駐車帯やパーキングエリア等でお客様を下車させることも、下車後にお客 

様が高速の本線車道へ出ることがありますので止めて下さい。 

以上首都高からのお知らせでした。 

その行為がお客様を危険に 

さらしてしまうかも‼ 

高速での乗客の 

下車はやめましょう！ 


